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第１章 第10次相模原市交通安全計画の概要             

 

１ 計画の位置付け及び計画期間 

    第 10次相模原市交通安全計画は、交通安全対策基本法に基づき策定する交通

安全計画で、国が策定した第 10次交通安全基本計画及び神奈川県が策定した第

10次神奈川県交通安全計画に基づき、本市が講ずべき交通安全に関する施策の

大綱を定めたものである。 

また、本計画は、新・相模原市総合計画の部門別計画に位置付けられており、

その他本市の行政計画等と整合を図り策定している。 

なお、計画期間については、平成28年度から平成32年度までの5年間として

いる。 

【計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の目的（基本的な考え方） 

・人命尊重の理念の下、「交通事故のない社会」という究極目標を目指して、交

通安全対策に取り組む。 

・子どもや高齢者等の交通弱者を思いやる「人優先」の交通安全思想を基本と

した施策を推進する。 

・歩行者や自転車利用者等の「人」に対する交通安全意識の高揚を図る啓発活

動、「交通環境」面では、道路網・交通安全施設設備等の充実など、効果的な施

策を推進する。 

・関係機関・団体等の緊密な連携を図り、市民との協働による交通安全推進体

制に基づき、交通安全活動を効果的に推進する。 

国 第１０次交通安全基本計画 

県 第１０次神奈川県交通安全計画 

市 第１０次相模原市交通安全計画 

新・相模原市総合計画 

部門別計画 

交通安全対策基本法 
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３ 計画の目標 

(１) 平成32年までに全交通事故件数を2，520件以下にする。 

  （平成27年2，787件⇒平成32年2，520件以下へ） 

緑区 中央区 南区 

（平成27年661件）⇒

600件以下 

（平成27年1,172件）⇒

1,060件以下 

（平成27年954件）⇒

860件以下 

 

(２) 平成32年までに自転車の交通事故件数を620件以下にする。 

   （平成27年874件⇒平成32年620件以下へ） 

緑区 中央区 南区 

（平成27年187件）⇒

135件以下 

（平成27年368件）⇒ 

260件以下 

（平成27年319件）⇒

225件以下 

 

(３) 年間の高齢者人口1万人当たりの交通事故件数を50件以下にする。 

（平成27年54件⇒毎年50件以下） 

緑区 中央区 南区 

（平成27年54件）⇒ 

50件以下 

（平成27年62件）⇒ 

50件以下 

（平成27年46件）⇒ 

46件以下 

 

(４) 年間の24時間死者数を10人以下にする。 

（平成27年11人⇒毎年10人以下） 

 

４ 計画における重点取組            

  (１) 自転車交通安全対策の施策 

    ・事故危険箇所対策等の推進 

    ・歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

    ・自転車利用環境の整備 

    ・公共交通関連施策の推進 

    ・段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

    ・交通安全市民運動の推進 

    ・自転車の安全利用の推進 

    ・反射材用品等の普及促進 

    ・交通安全に関する民間団体等の主体的活動の促進 

    ・自転車の安全性の確保 

    ・交通の指導・取締りの確保 
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  (２) 高齢者の交通安全対策の施策 

    ・高齢者、障害者等の安全に資する歩行者空間等の整備 

    ・歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

    ・高齢者に対する交通安全教育の推進 

    ・交通安全市民運動の推進 

    ・高齢者事故防止運動の推進 

    ・反射材用品等の普及促進 

    ・交通安全に関する民間団体等の主体的活動の促進 

 

５ 交通安全の対策 

(１) 交通安全対策を進める視点 

 ・高齢者及び子どもの安全確保 

    ・歩行者及び自転車の安全確保 

    ・生活道路における安全確保 

    ・市民との連携・協働 

 

 (２)交通安全対策の施策 

施策１ 道路交通環境の整備 

(1)生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

(2)幹線道路における交通安全対策の推進 

(3)交通安全施設等整備事業の推進 

(4)効果的な交通規制の促進 

(5)自転車利用環境の整備 

(6)公共交通関連施策の推進 

(7)災害に備えた道路交通環境の整備 

(8)総合的な駐車対策の推進 

(9)交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

 

施策２ 交通安全思想の普及徹底 

(1)段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

(2)効果的な交通安全教育の推進 

(3)交通安全に関する普及啓発活動の推進 

(4)交通安全に関する民間団体等の主体的活動の促進 

(5)住民の参加・協働の推進 
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施策３ 安全運転の確保 

(1)運転者教育等の充実 

(2)エコドライブ等の推進 

 

施策４ 車両の安全性の確保 

(1)自動車の点検整備の充実 

(2)自転車の安全性の確保 

 

施策５ 道路交通秩序の維持 

(1)交通の指導・取締りの強化等 

(2)安全・安心パトロール等の強化 

 

施策６ 救急医療体制等の充実と推進 

(1)救急体制の充実・強化と推進 

(2)救急医療機関等との緊密な連携の推進 

 

施策７ 被害者支援の充実と推進 

(1)交通事故相談活動 

(2)交通事故被害者等に対する支援 

 

施策８ 鉄道交通の安全と踏切道における交通の安全 

(1)鉄道の交通安全 

(2)踏切道における交通の安全 
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第２章 平成28年度交通安全施策の取組状況             

 

本市では、交通安全対策を効果的に推進していくため、国の「第 10次交通安全基

本計画」及び県の「第10次神奈川県交通安全基本計画」を踏まえ、平成28年度から

平成 32年度までの 5年間に本市が講ずべき交通安全に関する施策の大綱である「第

10次相模原市交通安全基本計画」を定め、交通安全に関する施策に取り組んでいる。 

 本計画では、国や県における目標を踏まえ、本市の目標を定め、目標達成に向け 8

つの施策と26の細施策を掲げ取り組んでおり、ここでは、本計画に基づき、平成28

年度の取組状況について報告している。 

 なお、目標の達成結果と施策に対する評価については、計画期間の最終年度に行うも

のとする。 

 

１ 交通事故の状況   

（平成２８年交通事故の特徴） 

・  年間の全交通事故件数、死者数、自転車が関係する交通事故件数、高齢者が関する

交通事故件数ともに、前年から減少し、死者数については4人で過去最少となった。 

・  死亡事故4件のうち、2件が二輪が関係する事故であった。 

・  全交通事故件数における自転車が関係する交通事故件数の割合は30.4%と、県内平

均 21.7%と比較して非常に高い。また、高齢者が関係する交通事故件数の割合は

30.9%と、県内平均31.8%と同じ傾向ではあるが高い状態となっている。 
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平成２８年における目標の達成状況         ・・・計画で目標設定し未達成の項目 

   ※（  ）内数値は前年数値からの増減    ・・・計画で目標設定し達成した項目 

 

 目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 

 

全交通事故 

件数H28 

達成率 

基準値H27 

自転車事故 

件数H28 

達成率 

基準値H27 

高齢者 

事故件数

H28 

基準値

H27 
死者数

H28 

計画目標 

(毎年) 

10人以下 
達成率 

計画 

目標値H32 
達成率 

計画 

目標値H32 

高齢者 

人口 

1万人 

当たり 

計画 

目標値

(毎年) 

緑 

区 

613(-48) 661 148(-39) 187 198(-30) 54 

1(0) 

78.7％ 600 75.0％ 135 46.3 50 

中
央
区 

1,185(+13) 1,172 361(-7) 368 359(-9) 62 

3(-3) 

-11.6％ 1,060  6.5％ 260 58.9 50 

南 

区 

840(-114) 954 293(-26) 319 258(-39) 46 

0(-4) 

121.3％ 860 27.7％ 225 39.4 46 

 
 

計 
2,638(-149) 2,787 802(-72) 874 815(-78) 54 

4(-7) 

55.8％ 2,520 28.3％ 620 48.2 50 

 

※ 全交通事故件数及び自転車交通事故件数の下段にある割合（％）については、平

成２８年の交通安全計画目標値に対する達成率。 

    達成率 =((基準値)－(H28実績))/((基準値)－(計画目標)) ×100 
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２ 交通安全対策の平成２８年度取組状況 

   

 

施策１ 道路交通の環境整備                         

 

１ 主な取組 

   〇 交通事故多発地点など、必要性の高い箇所について、道路標識等、カーブミ

ラー、カラー舗装、道路照明灯、防護柵等の交通安全施設を整備した。 

   〇 安全な道路交通環境整備に当たっては、道路利用者の視点を生かすことが重

要なことから、学校、ＰＴＡ等で主体的に行っている通学路実地踏査及び改善

要望に対する支援を行った。 

   〇 自転車駐車場の利便性・サービスの向上及び利用者の負担の均衡を図るため、

相模原市自転車対策基本計画に基づき、ＪＲ相模線駅周辺に設置している無料

自転車駐車場の施設の改善と併せ有料化を行うこととした。とりわけ放置自転

車が多い番田駅周辺無料自転車駐車場の整備に着手した。 

   ○ コミュニティバスや乗合タクシーを運行し、交通不便地区における、高齢者

等移動制約者の安全な移動手段を確保し、道路交通の円滑化を図った。 

   ○ 子どもたちの路上での遊戯等による交通事故の防止のため、公園の整備やこ

どもセンター・児童館の運営等を行った。 

 

２ 今後の取組等 

   〇 交通事故多発地点など、必要性の高い箇所について、道路標識等、カーブミ

ラー、カラー舗装、道路照明灯、防護柵等の交通安全施設を整備する。 

   〇 学校、ＰＴＡ等で主体的に行っている通学路実地踏査及び改善要望に対する

支援を行う。 

  〇 ＪＲ相模線駅周辺無料自転車駐輪場について、平成３１年度までに同沿線駅

周辺の無料自転車駐車場の整備を完了する。 

○ コミュニティバスや乗合タクシーを運行し、交通不便地区における、高齢者

等移動制約者の安全な移動手段を確保し、道路交通の円滑化を図る。 

○ 子どもたちの路上での遊戯等による交通事故の防止のため、公園の整備やこ

どもセンター・児童館の運営等を行う。 
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施策２ 交通安全思想の普及徹底                             

 

１ 主な取組 

   〇 防犯交通安全指導員が実施する交通安全教室の開催など、幼児、小・中学生、

高齢者等、ライフステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を推進し

た。 

   〇 スケアード・ストレイト事業や自転車シミュレーターを活用したイベントの

実施等、参加・体験・実践型の教育方法を積極的に活用した。 

   ○ 春の全国交通安全運動等の各季の運動期間を中心に、警察・関係団体等と連

携したキャンペーン等、各種啓発活動を実施した。 

   〇 高齢者に対し、加齢による身体特性の変化について自覚を促す講習会の開催

や、反射材用品の効果を示し、着用を呼びかけるイベント等を実施した。 

   ○ 交通事故発生箇所や、地域で危険と思われている箇所について現地調査した

内容を講習に取り入れる、民間団体のノウハウを生かした実践的な交通安全教

室を実施した。 

   ○ 交通安全を目的とした団体の主体的な活動を支援し、それぞれの立場に応じ

た交通安全活動が効果的かつ積極的に行われるよう調整を図った。 

 

２ 今後の取組等 

   〇 幼児、小・中学生、高齢者等、ライフステージに応じた段階的かつ体系的な

交通安全教育を推進する。 

   〇 自転車の交通安全教育として効果的なスケアード・ストレイト事業や自転車

シミュレーターを活用したイベントの実施等、参加・体験・実践型の教育方法

を積極的に活用する。 

   ○ 春の全国交通安全運動等の各季の運動期間を中心に、警察・関係団体等と連

携したキャンペーン等、各種啓発活動を実施する。 

   〇 高齢者に対し、加齢による身体特性の変化について自覚を促す講習会の開催

や、反射材用品の効果を示し、着用を呼びかけるイベント等を実施する。 

   ○ 交通事故発生箇所や、地域で危険と思われている箇所について現地調査した

内容を講習に取り入れる、民間団体のノウハウを生かした実践的な交通安全教

室を高等学校や地域等自治会を中心に実施する。 

   ○ 交通安全を目的とした団体の主体的な活動を支援し、それぞれの立場に応じ

た交通安全活動が効果的かつ積極的に行われるよう調整を図る。 
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施策３ 安全運転の確保                             

 

１ 主な取組 

   〇 自転車の安全運転については、学校、関係機関・団体に呼びかけ、自転車シ

ミュレーター等を活用した参加・体験・実践型の実技講習を開催した。 

   〇 市民桜まつり等のイベントにおいて、エコドライブシミュレーターを活用し

たエコドライブ体験等、自動車運転者等に対し、エコドライブの普及啓発活動

を推進した。 

 

２ 今後の取組等 

   〇 主に自転車の安全運転については、学校、関係機関・団体に呼びかけ、自転

車シミュレーター等を活用した参加・体験・実践型の実技講習を開催する。 

   〇 イベントにおいて、エコドライブシミュレーターを活用したエコドライブ体

験等、自動車運転者等に対し、エコドライブの普及啓発活動を推進する。 

 

 

 

施策４ 車両の安全性の確保                          

 

１ 主な取組 

   〇 安全運転管理者会等との連携により、各種キャンペーンを通じ、安全運転の

徹底を図った。 

   〇 自転車を定期的に点検整備する意識を向上させるため、警察・関係団体等と

連携し、通行者の自転車の点検を行った。 

 

  ２ 今後の取組等 

  〇 安全運転管理者会等との連携により、各種キャンペーンを通じ、安全運転の

徹底を図る。 

  〇 自転車を定期的に点検整備する意識を向上させるため、警察・関係団体等と

連携し、通行者の自転車の点検等を行う。   
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施策５ 道路交通秩序の維持                            

 

１ 主な取組 

   〇 主に自転車利用者の違反について、警察署に取締りの強化を要請するととも

に、関係機関等と連携した啓発活動を推進した。 

   〇 毎月 20日の「市民交通安全の日」等に、通学路において青パトカーを使用

した安全・安心パトロールを実施した。 

   ○ 通学路に学童通学安全指導員を配置するほか、地域住民による児童の見守り

活動を実施する団体に経費の一部を助成した。 

 

  ２ 今後の取組等 

   〇 主に自転車利用者の違反について、警察署に取締りの強化を要請するととも

に、関係機関等と連携した啓発活動を推進する。 

   〇 毎月 20日の「市民交通安全の日」等に、通学路において青パトカーを使用

した安全・安心パトロールを実施する。 

   ○ 通学路に学童通学安全指導員を配置する他、地域住民による児童の見守り活

動を実施する団体に経費の一部を助成する。 

 

 

 

施策６ 救急医療体制等の充実と推進                      

 

１ 主な取組 

   〇 傷病者の救命率の向上を図るため、高度な救命処置ができる救急救命士を新

たに要請し、既存の救急救命士に対しても充実した再教育を行った。 

   〇 現場におけるバイスタンダーによる応急手当により、救命効果の向上が図ら

れることから、ＡＥＤの使用など応急手当についての普及を目的とした講習会

を開催した。 

    

２ 今後の取組等 

  〇 高度な救命処置ができる救急救命士を新たに要請し、既存の救急救命士に対

しても充実した再教育を行う。 

  〇 応急手当を実施できる市民を増やし、救急現場において、市民による応急手

当が早期に施されることで、救命、後遺症の軽減を図る。 
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施策７ 被害者支援の充実と推進                           

 

１ 主な取組 

   〇 県、関係機関・団体等との連携を密にし、交通事故被害者等からの相談に適

切に応じられるよう、弁護士による交通事故相談事業を実施した。 

   〇 交通遺児への生活支援の一環として、見舞金を給付するほか、学校の入学・

卒業時の激励金や学用品代として、市社会福祉協議会が寄付金の分配を行った。 

 

  ２ 今後の取組等 

  〇 交通事故被害者等からの相談に適切に応じられるよう、弁護士による交通事

故相談事業の円滑な運営を図った。 

  〇 交通遺児への生活支援の一環として、見舞金を給付する他、学校の入学・卒

業時の激励金や学用品代として、市社会福祉協議会が寄付金の分配を行った。   

   

 

 

 

 

施策８ 鉄道交通の安全と踏切道における交通の安全                 

 

１ 主な取組 

   〇 鉄道利用者等に関係する事故を未然に防止するため、ホームドアの設置やバ

リアフリー化等、駅施設の整備について、鉄道事業者に対し要望書を提出した。 

 

  ２ 今後の取組等 

  〇 鉄道利用者等に関係する事故を未然に防止するため、鉄道施設等の安全性の

向上や安全な運行について要望する。 
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３ 総括及び課題等  

  平成 28 年は、全交通事故件数、自転車が関係する交通事故件数、高齢者が関係す

る交通事故件数ともに、平成27年の発生件数より減少しており、死者数については、

過去最少の4人であった。この結果は、様々な取組における一定の効果がでていると

考えられる。 

しかしながら、自転車が関係する交通事故の割合は、県内平均と比べ非常に高く、

指定場所一時不停止や車道の右側通行など、交通違反や危険な運転が行われている状

況であり、また、全交通事故件数が減少している中、高齢者の交通事故件数は横ばい

な状況が続いており、高齢ドライバーによる交通事故が社会的問題にもなっているこ

とから、本計画の重点取組として掲げている自転車及び高齢者の交通安全対策につい

て、より一層の取組が求められている。 

今後は、交通事故データを活用し作成した交通事故発生箇所ＭＡＰの活用を推進す

るなど、関係各課・団体等と連携し、分析結果から見える対策について重点的に取り

組んでいく必要があると考える。 

 

 

 

 

【計画目標に対する実数値】   

項目 
(基準値) 

平成27年 
平成28年 目標値 

全交通事故 

発生件数 
2,787件 2,638件 

平成32年までに 

2,520件 

自転車の交通事故 

発生件数 
874件 802件 

平成32年までに 

620件 

高齢者人口1万人 

あたりの事故件数 
54件 

48.2件 

達 成 

毎年 

50件以下 

死者数 11人 
4人 

達 成 

毎年 

10人以下 

 



４　第１０次相模原市交通安全計画取組状況（H２８年度）及び予定(H２９年度)一覧

施策1　道路交通の環境整備

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ア
生活道路における交通安全対策の
推進

イ 通学路における交通安全の確保

ウ
高齢者、障害者等の安全に資する
歩行空間等の整備

エ 無電柱化の推進

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ア 事故危険箇所対策等の推進

イ 幹線道路における交通規制

ウ
適切に機能分担された道路網の整
備

エ 改築等による交通事故対策の推進

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ア
歩行者・自転車対策及び生活道路
対策の推進

イ
交通安全施設等の計画的な維持管
理

ウ
道路交通環境整備への住民参加の
促進

エ
国際化社会に対応した道路交通環
境の整備

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ア 地域の特性に応じた交通規制

イ
安全で機能的な都市交通確保のた
めの交通規制

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ア 自転車通行環境ネットワークの形成

イ
歩行者・自転車の通行区分の明確
化

ウ
自転車駐車場・駐車スペースの確
保

（緑区役所地域振興課）
交通規制の要望・陳情受付：7件

（中央区役所地域振興課）
交通規制の要望・陳情の受付：16件

(南区役所地域振興課)
交通規制の要望・陳情の受付：21件

①自転車駐車場の整備方針の決
定

②自転車通行環境整備事業

（都市整備課）
①自転車駐車場の整備方針の決定
ＪＲ相模線沿線駅周辺無料自転車駐車場ついて、利用
しやすい施設への改善と併せた有料化を公益財団法人
自転車駐車場整備センターと連携して進める方針を決
定した。

（道路計画課）
②自転車通行環境整備の地元調整、設計、整備
②整備完了箇所：市道橋本石神(227m)、市道文京大野
(590m)

平成２８年度取組状況

①路側帯のカラー化

②生活道路における交通安全対
策推進施策（ゾーン30）の路面標
示

③信号機の整備

④無電柱化推進事業

⑤放置自転車等の撤去

(路政課･各土木事務所)
①2261ｍ
②実績なし

（道路整備課）
③信号機の整備
「交差点名称なし」（中央区小山地内）H29.2

（障害政策課）
③音響信号機の設置を神奈川県及び神奈川県警に要
望（市内14箇所）

(道路整備課)
④無電柱化推進事業
④県道46号（相模原茅ヶ崎）、（都）相模原二ツ塚線、市
道相模氷川線の整備 計３路線

（都市整備課）
⑤放置自転車等の移動　4,025台

（緑土木事務所（城山地区）、津久井土木事務所）
⑤放置自転車等の移動　45台

①道路標識の設置

②カーブミラーの設置

③カラーニート舗装の整備

④道路照明灯の設置

⑤防護柵の設置

⑥自発光式道路鋲の設置

⑦道路改良事業（国道・県道・都
市計画道路・市道の整備）

(路政課･各土木事務所)
①31基
②95基
③20箇所
④32基
⑤568.2ｍ
⑥7箇所

（道路整備課）
⑦津久井広域道路他９路線

（路政課・各土木事務所）
⑦市道下九沢大島

（５）　自転車利用環境の整備

施
策
内
容

（４）　効果的な交通規制の促進

施
策
内
容

（３）　交通安全施設等整備事業の推進

施
策
内
容

（２）　幹線道路における交通安全対策の推進

施
策
内
容

施策名及び細施策名

（１）　生活道路等における人優先の安全・
　　安心な歩行空間の整備

施
策
内
容

①道路標識の設置

②カーブミラーの設置

③カラーニート舗装の整備

④道路照明灯の設置

⑤防護柵の設置

⑥自発光式道路鋲の設置

⑦道路改良事業（国道・県道・都
市計画道路・市道の整備）

①自転車駐車場の整備

②自転車通行環境整備事業

平成２９年度取組予定

①路側帯のカラー化

②生活道路における交通安全対
策推進施策（ゾーン30）の路面標
示

③信号機の整備

④無電柱化推進事業

⑤放置自転車等の撤去

(路政課･各土木事務所)
①695ｍ
②予定無し

（道路整備課）
③信号機の整備
　・なし

（障害政策課）
③音響信号機の設置を神奈川県及び神奈川県警に要
望

(道路整備課)
④無電柱化推進事業
　・県道46号（相模原茅ヶ崎）
　・都市計画道路　相模原二ツ塚線
　・市道相模氷川

（都市整備課）
⑤放置自転車等の移動

（緑土木事務所（城山地区）、津久井土木事務所）
⑤随時対応

①バリアフリー乗降場の設置

②歩行者動線の段差解消

③通学路実地踏査及び改善要望
に対する支援

(路政課･各土木事務所)
①実績なし
②4箇所

（学務課)
③学校、ＰＴＡ等で主体的に行っている通学路実地踏査
及び改善要望に対し、道路管理者及び所轄の警察署
等に対策を依頼するなど、支援を行った。実地踏査実
施校１０校、改善要望提出校３１校

交通規制の要請

（都市整備課）
①自転車駐車場の整備
ＪＲ相模線沿線駅周辺無料自転車駐車場ついて、利用
しやすい施設への改善と併せた有料化を公益財団法人
自転車駐車場整備センターと連携して進める。3箇所
（番田駅、原当麻駅、南橋本駅）。

（道路計画課）
②自転車通行環境の地元調整、設計、整備に向けた協
議

交通規制の要請 （各区役所地域振興課）
交通規制の要望・陳情の受付

(路政課･各土木事務所)
①19基
②105基
③8箇所
④2基
⑤457ｍ
⑥14箇所

（道路整備課・路政課・各土木事務所）
⑦道路改良事業
国道・県道
　・国道413号                 ・県道46号（相模原茅ヶ崎）
　・県道51号（町田厚木）   ・県道510号（長竹川尻）
都市計画道路
　・宮上横山線　　・相模原二ツ塚線
市道
　・市道新戸相武台　　・市道相原76号ほか
　・市道淵野辺中和田　　・補給廠2号
　・市道下九沢大島（下九沢５１号）
　・市道上青根上野田釜立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計1２路線

①バリアフリー乗降場の設置

②歩行者動線の段差解消

③通学路実地踏査及び改善要望
に対する支援

(路政課･各土木事務所)
①予定なし
②2箇所

(学務課)
③学校、ＰＴＡ等で主体的に行っている通学路実地踏査
及び改善要望書に対し、道路管理者及び所轄の警察
署等に対策を依頼するなど、支援を行う。
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主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ア 公共交通機関利用の促進

イ 自動車利用の効率化

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ア 災害に備えた道路の整備

イ 災害発生時における交通規制

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ア 秩序ある駐車対策の推進

イ 違法駐車対策の推進

ウ 駐車場等の整備

エ
違法駐車を排除しようとする気運の
醸成・高揚

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ア 道路交通情報の充実

イ 道路の占用の適正化等

ウ 子どもの遊び場等の確保

エ
道路法に基づく通行の禁止又は制
限

オ 地域に応じた交通の安全の確保

14

①違法駐車等防止対策 (交通・地域安全課)
①相模原駅、相模大野駅、橋本駅の3駅において、概ね
毎月1回、定期的に違法駐車台数調査を実施。
相模原駅-平均9台、相模大野駅-平均7台、橋本駅-平
均7台

①「住区基幹公園」、「都市基幹公
園」の整備

②こどもセンター・児童館・児童ク
ラブ放課後子ども教室の運営

③道路点検パトロール

④路上放置自動車の撤去

⑤不法看板等の撤去

（公園課）
①公園の整備等
・相模原麻溝公園整備事業
 相模原麻溝公園拡張区域において、多目的運動場（グ
ラウンド）、アプローチ通路等を整備
　整備面積：約1.52ｈａ
・横山公園人工芝グラウンド整備事業
　横山公園人工芝グラウンドを整備
　整備面積：約1.81ｈａ
・スポーツ・レクリエーションゾーン整備事業
　スポーツ・レクリエーションゾーン（約１０ｈａ）について
土壌調査等を実施
・街区公園等整備事業
　田名四ッ谷やよい公園、城山水源のこみちを整備

（こども施設課）
②・こどもセンターの運営
　　市内24箇所、開館時間：午前9時から午後5時
　　年末年始及びこどもセンター休館日（偶数月の第３
　日曜日）を除く
　 ・児童館の運営
　　市内23箇所、開館時間：平日午後1時から午後5時
　　土・日・学校長期休業日　午前9時から午後5時
　年末年始を除く
　 ・児童室の運営
　　市内1箇所、開館時間：午後1時から午後5時
　月曜・祝日・年末年始を除く
　 ・児童クラブの運営
　　市内67箇所（こどもセンター内・独立施設・小学校内
　余裕教室にて運営）
　　開設時間：平日　授業終了時から午後6時
　（延長は午後7時まで）
　　土・学校長期休業日　午前8時から午後6時
　（延長は午後7時まで）日・祝日・年末年始を除く
　　対象：小学校1年生から3年生の児童
　（支援が必要な児童は小学校6年生まで）
　・放課後子ども教室（教室実施型）の運営
　　市内4箇所（学校施設）
　　開設時間：平日授業終了時から午後5時
　　土・日・祝日・年末年始・学校長期休業日を除く
　　対象：小学校1年生から6年生の児童
　・放課後子ども教室（事業実施型）の運営
　　市内32箇所（こどもセンター、児童館）
     開設時間：任意の事業実施日・時間
　　対象：小学校1年生から6年生の児童

(路政課･各土木事務所)
③市　道　週４～５回（直営）
　国県道　週２～３回（委託）
④撤去台数１１台
　うち、市（道路管理者）撤去台数　3台
　　　　　所有者撤去台数　8台
⑤撤去枚数409枚
　うち、市（道路管理者）撤去枚数405枚
　　　　　推進員等撤去枚数　4枚

（９）　交通安全に寄与する道路交通環境の
　　整備

施
策
内
容

（８）　総合的な駐車対策の推進

施
策
内
容

（７）　災害に備えた道路交通環境の整備　

施
策
内
容

（６）公共交通関連施策の推進

施
策
内
容

①交通需要マネジメント（TDM）の
推進

②コミュニティバス等の導入

③バス利用の活性化対策

④モビリティ・マネジメント（MM）の
推進

①交通需要マネジメント（TDM）の
推進

②コミュニティバス等の導入

③バス利用の活性化対策

④モビリティ・マネジメント（MM）の
推進

(交通政策課)
①交通需要マネジメント（TDM）の推進
・相模原北警察署との合同による違法駐車の取締強化
（6月）
・タクシー利用者とバス利用者の交錯を解消することを
目的とした、バス乗り場待機線整備（6月）
・企業等送迎バス乗降場の利用状況調査及び企業へ
の適正利用勧奨（12月）

②コミュニティバス等の導入
・大沢地区コミュニティバスは本格運行を継続している。
・大野北地区コミュニティバスの実証運行を継続して実
施している。
・内郷地区乗合タクシーは本格運行を継続している。
・根小屋地区乗合タクシーは本格運行を継続している。
・吉野・与瀬地区乗合タクシーは本格運行を継続してい
る。
・牧野地区乗合タクシーの実証運行を継続して実施して
いる。

③バス利用の活性化対策
・ノンステップバスの導入補助（７台） 4,200千円
　※交付決定のみ

④MMの推進
・大野北地区の地域イベントにおいて、コミュニティバス
の利用促進を目的として、バスの展示や乗り方教室、利
用意向アンケートを実施した。
　乗り方教室99人参加　アンケート32票回収

①橋梁の耐震対策の推進

②法面防災対策の推進

③道路管理情報システム等、道路
交通状況提供装置の整備

(路政課･土木事務所)
①耐震補強３橋
②点検202箇所、対策実施箇所1箇所
③実績なし

(交通政策課)
①交通需要マネジメント（TDM）の推進
・橋本駅南口において相模原北警察署との合同による
違法駐車の取締強化（7月）

②コミュニティバス等の導入
・大沢地区コミュニティバスの本格運行を継続
・大野北地区コミュニティバスの平日便のみ本格運行を
開始(土休日便は廃止）
・内郷地区乗合タクシーの本格運行を継続
・根小屋地区乗合タクシーの本格運行を継続
・吉野・与瀬地区乗合タクシーの本格運行を継続
・牧野地区乗合タクシーの実証運行を継続して実施

③バス利用の活性化対策
・ノンステップバスの導入補助を実施

④MMの推進
・大野北地区の地域イベントにおいて、コミュニティバス
の利用促進を目的として、バスの展示や乗り方教室、利
用意向アンケートの実施

①「住区基幹公園」、「都市基幹公
園」の整備

②こどもセンター・児童館・児童ク
ラブ放課後子ども教室の運営

③道路点検パトロール

④路上放置自動車の撤去

⑤不法看板等の撤去

（公園課）
①公園の整備等
・相模原麻溝公園整備事業
　相模原麻溝公園拡張区域において、植栽およびサイ
ン設置等を実施
・スポーツ・レクリエーションゾーン整備事業
　スポーツ・レクリエーションゾーン（約10ｈａ）についての
土壌汚染詳細調査等、多目的フィールド（人工芝）の実
施設計等を実施

（こども・若者支援課）
②・こどもセンターの運営
　　市内24箇所、開館時間：午前9時から午後5時
　　年末年始及びこどもセンター休館日（偶数月の第３
　日曜日）を除く
　 ・児童館の運営
　　市内23箇所、開館時間：平日午後1時から午後5時
　　土・日・学校長期休業日　午前9時から午後5時
　年末年始を除く
　 ・児童室の運営
　　市内1箇所、開館時間：午後1時から午後5時
　月曜・祝日・年末年始を除く
　 ・児童クラブの運営
　　市内67箇所（こどもセンター内・独立施設・小学校内
　余裕教室にて運営）
　　開設時間：平日　授業終了時から午後6時
　（延長は午後7時まで）
　　土・学校長期休業日　午前8時から午後6時
　（延長は午後7時まで）日・祝日・年末年始を除く
　　対象：小学校1年生から3年生の児童
　（支援が必要な児童は小学校6年生まで）
　・放課後子ども教室（教室実施型）の運営
　　市内4箇所（学校施設）
　　開設時間：平日授業終了時から午後5時
　　土・日・祝日・年末年始・学校長期休業日を除く
　　対象：小学校1年生から6年生の児童
　・放課後子ども教室（事業実施型）の運営
　　市内32箇所（こどもセンター、児童館）
     開設時間：任意の事業実施日・時間
　　対象：小学校1年生から6年生の児童

(路政課･各土木事務所)
③市　道　週４～５回（直営）
　国県道　週２～３回（委託）
④随時対応
⑤随時対応

①橋梁の耐震対策の推進

②法面防災対策の推進

③道路管理情報システム等、道路
交通状況提供装置の整備

(路政課･土木事務所)
①耐震補強３橋
②点検218箇所、対策実施箇所1箇所
③予定なし

①違法駐車等防止対策 (交通・地域安全課)
①相模原駅、相模大野駅、橋本駅の3駅において、概ね
毎月1回、定期的に違法駐車台数調査を実施する。

（緑区役所地域振興課）
①違法駐車に関する要望への対応



施策２　交通安全思想の普及徹底

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク　

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ウ　自転車の安全利用の推進

エ　二輪車事故防止運動の推進

オ　飲酒運転根絶運動の推進

カ

キ

ク　反射材用品等の普及促進

ケ　危険ドラッグ対策の推進

15

平成２８年度取組状況

①交通安全教室の
実施

②スケアード・ストレ
イト事業の実施

③スケアード・ストレ
イト補助事業の実
施

④教科・領域におけ
る安全指導

(交通・地域安全課)
①交通安全教室の実施(防犯交通安全指導員8人)
回数271回、参加者数24,413人
②スケアード・ストレイト事業
 県立高等学校3校で実施
③自治会等が自主的に実施するスケアード・ストレイト事業経
費の補助(2団体)

(生涯学習課）
①公民館における「成人学級」「高齢者学級」等において、交通
安全教室を実施。
回数2回、参加者数76人

（学校教育課）
④保健学習における交通安全教育
小学校５年生…「交通事故の防止」危険を予測し、正しい判断
をして安全に行動すること、車の特徴や安全な環境づくりにつ
いて学習する。
中学校２年生…「交通事故の発生要因」交通事故による傷害
は、人的要因、環境要因及びそれらの相互のかかわりによって
発生することについて学習する。「交通事故の危険予測と回避」
交通事故による傷害を防止するためには、人的要因や環境要
因に関わる危険を予測し、それぞれの要因に対して適切な対策
を行うこについて学習する。
④交通安全週間等における登下校時の街頭指導
④下校時の引率による歩行指導
④長期休業前の交通安全指導

①自転車シミュレー
ターによる交通安
全教室

②県等との連携

(交通・地域安全課）
①自転車シミュレーターを活用し、春期・夏期・冬期休業中(鹿
沼児童交通公園)、高齢者対象、地域への出前講座による交通
安全教室を実施
児童対象(鹿沼):回数35回、参加者数508人
高齢者対象:回数2回、参加者数144人
その他(地域イベント等含む):回数7回、参加者数450人
②警察と連携した交通安全教室の実施

①交通安全運動等
の実施

②周知・啓発活動
等

③広報の実施

(交通・地域安全課、各区役所地域振興課)
① 春の全国交通安全運動（4/6～4/15）、
夏の交通事故防止運動（7/11～7/20）、
秋の全国交通安全運動（9/21～9/30）、
年末の交通事故防止運動（12/11～12/20）、
自転車マナーアップ運動（5月）、
高齢者交通事故防止運動、二輪車交通事故防止運動、暴走族
追放運動、飲酒運転根絶運動、違法駐車追放運動の各種交通
安全運動を通じ、チラシ・物品配布による啓発活動を実施した。

（医事薬事課）
②リーフレットの配布や着ぐるみ等による薬物乱用防止啓発活
動を実施した。
第４３回相模原市民桜まつり（4/2、4/3）、ダメ。ゼッタイ。普及
啓発活動（7/1）、健康フェスタ（10/15）、津久井やまびこ祭り
（10/23）、麻薬・覚醒剤乱用防止運動（11/3）、世界エイズデー
（12/4）、はたちのつどい（1/9）

②薬物乱用防止の啓発活動に携わっている関係者などに対し
て、薬物乱用防止に関する知識及び情報を提供することを目的
に薬物乱用防止講習会を開催した ｡（1/24）
②関係行政機関及び団体が連携し、効果的な薬物乱用防止対
策の推進を図るため、薬物乱用防止連絡会を開催した。（5/30
参加団体20団体）
②薬物乱用防止教室に講師として職員を派遣（12/4、12/9）

(交通・地域安全課)
③5月の自転車マナーアップ強化月間等に合わせ、エフエムさ
がみや庁内放送等を活用し交通安全の広報を実施した。
安全・安心まちづくり標語・ポスターコンクールの実施　小・中学
生　標語573点(42校)、ポスター364点(45校)

②高齢ドライバー向けに運転適性検査及び認知・判断力診断
講習の実施（9/26、2/10）
②民間団体のノウハウを生かした実践的な交通安全教室の実
施（7/15相模田名高校）（8/25相模台地区）
②反射材の視認効果、使用方法等について理解を深めるた
め、市民大会の2部にて、「反射材の効果体験」講演を実施
（10/29）

(各区役所地域振興課)
③自治会員回覧用に毎月発行されている「地域情報紙」へ交通
情報を掲載し、啓発活動を実施した。

(緑区役所地域振興課)
③市ホームページの「区長レポート」にて各季で実施された交
通に関するイベント・キャンペーン情報等を掲載し、普及活動を
図った。

（中央区役所地域振興課）
③市ホームページの「区の交通安全・防犯情報」に、各地区で
実施された交通・防犯に関するイベント・キャンペーン情報等を
掲載し、普及啓発を図った。
③中央区版広報紙やエフエムさがみのラジオ番組で、交通安
全に関する情報を発信し、普及啓発を図った。

（南区役所地域振興課)
③市ホームページの「区の交通安全・防犯情報」「区長談話室」
等に、各地区で実施された交通・防犯に関するイベント・キャン
ペーン情報等を掲載し、普及啓発を図った。

（３）交通安全に関する普及啓発活動の
推進

施
策
内
容

ア　交通安全市民運動の推進

イ　高齢者事故防止運動の推進

コ　効果的な広報の実施

後部座席を含めた全ての座席にお
けるシートベルトの正しい着用の徹
底

チャイルドシートの正しい使用の徹
底

（２）効果的な交通安全教育の推進

施
策
内
容

ア　参加・体験・実践型の教育の活用

イ　資機材の貸与

ウ　講師の派遣

施策名及び細施策名

（１）段階的かつ体系的な交通安全教育
の推進

施
策
内
容

障害者に配慮した交通安全教育の
推進

外国人に対する交通安全教育の推
進

幼児に対する交通安全教育の推進

小学生に対する交通安全教育の推
進

中学生に対する交通安全教育の推
進

高校生に対する交通安全教育の推
進

成人に対する交通安全教育の推進

高齢者に対する交通安全教育の推
進

平成２９年度取組予定

①交通安全教室の
実施

②スケアード・ストレ
イト事業の実施

③スケアード・ストレ
イト補助事業の実
施

④教科・領域におけ
る安全指導

(交通・地域安全課)
①交通安全教室の実施(防犯交通安全指導員8人)

(各区役所地域振興課)
②スケアード・ストレイト事業
 県立高等学校3校で実施(緑区2校、中央区1校)
③自治会等が自主的に実施するスケアード・ストレイト事業の
経費の補助(各区1団体)

(生涯学習課）
①公民館における「成人学級」「高齢者学級」等において、交通
安全教室を実施。

（学校教育課）
④保健学習における交通安全教育
・小学校５年生…「交通事故の防止」危険を予測し、正しい判断
をして安全に行動すること、車の特徴や安全な環境づくりにつ
いて学習する。
・中学校２年生…「交通事故の発生要因」交通事故による傷害
は、人的要因、環境要因及びそれらの相互のかかわりによって
発生することについて学習する。「交通事故の危険予測と回避」
交通事故による傷害を防止するためには、人的要因や環境要
因に関わる危険を予測し、それぞれの要因に対して適切な対策
を行うこについて学習する。
④交通安全週間等における登下校時の街頭指導
④下校時の引率による歩行指導
④長期休業前の交通安全指導

①自転車シミュレー
ターによる交通安
全教室

②県等との連携

(交通・地域安全課）
①自転車シミュレーターを活用し、春期・夏期・冬期休業中(鹿
沼児童交通公園)、高齢者対象、地域への出前講座による交通
安全教室を実施

(各区役所地域振興課）
①地域で実施されるイベント等で、自転車シミュレーターを活用
し、交通安全の推進を図る。

①交通安全運動等
の実施

②周知・啓発活動
等

③広報の実施

(交通・地域安全課、各区役所地域振興課)
① 春の全国交通安全運動（4/6～4/15）、
夏の交通事故防止運動（7/11～7/20）、
秋の全国交通安全運動（9/21～9/30）、
年末の交通事故防止運動（12/11～12/20）、
自転車マナーアップ運動（5月）、
高齢者交通事故防止運動、二輪車交通事故防止運動、暴走族
追放運動、飲酒運転根絶運動、違法駐車追放運動の各種交通
安全運動を通じ、広報さがみはらへの掲載や、チラシ・物品配
布等による啓発活動を実施する。

（地域保健課）
②リーフレットの配布や着ぐるみ等による薬物乱用防止啓発活
動の実施。
第４４回相模原市民桜まつり（4/1、4/2）、ダメ。ゼッタイ。普及
啓発活動（7/3）、健康フェスタ（10/21）、津久井やまびこ祭り
（10/22）、麻薬・覚醒剤乱用防止運動（11/3）、世界エイズデー
（12/3）、はたちのつどい（1/8）
②薬物乱用防止の啓発活動に携わっている関係者などに対し
て、薬物乱用防止に関する知識及び情報を提供することを目的
に薬物乱用防止講習会を開催｡（１月に実施予定）
②関係行政機関及び団体が連携し、効果的な薬物乱用防止対
策の推進を図るため、薬物乱用防止連絡会開催。（5/22　参加
団体22団体）
②薬物乱用防止教室に講師として職員派遣（6/26、他未定）

(交通・地域安全課)
②高齢ドライバー向けに運転適性検査及び認知・判断力診断
講習を実施する。（各区1回、計3回予定）
②協働事業提案制度による民間団体のノウハウを生かした実
践的な自転車交通安全講習会の実施（高校や地域等、計12回
予定）

③5月の自転車マナーアップ強化月間等に合わせ、庁内放送や
動画広告等を活用し交通安全の広報を実施した。
安全・安心まちづくり標語・ポスターの募集を行い、市民大会に
おいて表彰する。

(緑区役所地域振興課)
③自治会員回覧用に毎月発行されている「地域情報紙」へ交通
安全情報を掲載し、啓発活動を実施する。
③市ホームページの緑区役所のページにて、各季で実施され
る交通安全に関するイベント・キャンペーン情報等を掲載し、普
及活動を図る。

(中央区役所地域振興課)
③自治会員回覧用に毎月発行されている「地域情報紙」へ交
通・防犯情報を掲載し、啓発活動を実施する。
③市ホームページの「区の交通安全・防犯情報」に、各地区で
実施された交通・防犯に関するイベント・キャンペーン情報等を
掲載し、普及啓発を図る。
③中央区版広報紙やエフエムさがみのラジオ番組で、交通安
全に関する情報を発信し、普及啓発を図る。

（南区役所地域振興課)
③市ホームページの「区の交通安全・防犯情報」「区長談話室」
等に、各地区で実施された交通・防犯に関するイベント・キャン
ペーン情報等を掲載し、普及啓発を図る。



主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

ＰＴＡ、自治会等に
よる交通事故危険
箇所の点検

(各区役所地域振興課)
自治会やPTAに対し、交通事故危険箇所へ設置する啓発用
の交通看板や電柱幕を自治会やPTAに配布した。
(緑区役所地域振興課）配布数27枚
(中央区役所地域振興課)配布数71枚
（南区役所地域振興課）配布数80枚

(各区役所地域振興課)
自治会やPTAに対し、交通事故危険箇所へ設置する啓発用
の交通看板や電柱幕を配布する。

施策３　安全運転の確保

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

施策４　車両の安全性の確保

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容
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①交通安全関係団
体と連携した各種
キャンペーンの実
施

②相模原市安全・
安心まちづくり推進
協議会等を中心と
した関係団体の連
携

③各種団体が実施
する交通安全活動
の支援

（各区役所地域振興課）
①②相模原市安全・安心まちづくり推進協議会支部、交通安
全協会、安全運転管理者会、交通安全母の会などの交通安
全関係団体と連携し、各交通安全運動においてキャンペーン
活動を実施する。
・県立学校長会議相模原地区会による、相模原地区交通安全
デーにおいて、自転車安全運転マナーアップキャンペーンを実
施（５月、１０月）する。

（緑区役所地域振興課）
③相模原北交通安全協会、津久井交通安全協会が実施す
る、高齢者交通安全緊急特別合同キャンペーンにて、高齢者
への交通事故防止を呼びかける。

（中央区役所地域振興課）
③区内の自転車事故対策、自転車盗難対策及び自転車の安
全で秩序ある利用の促進を図るため、高校・交通関係団体・
警察署と連携した「中央区自転車事故等対策連絡会」内にお
いて、自転車事故等対策について情報交換、連携を図る。

（南区役所地域振興課）
①南区内の高等学校・大学の学生が主体となって行う「南区
学生自転車会議」を開催する。
・相模原南警察署などの関係団体とともに啓発活動を行う。
・北里大学主催で８月１９日にユニコムプラザさがみはらで行
われる交通安全イベントに参加して啓発活動を行う。

平成２９年度取組予定

①TSマークの普及
促進

②反射材の普及促
進

③自動車保守管理
の徹底促進

(交通・地域安全課)
①広報さがみはらやイベントのプログラム等にTSマークの普
及を目的とした記事を掲載する。

（各区役所地域振興課）
②反射材を啓発物品として作成し、各季の交通安全運動や、
キャンペーン等で配布する。
③安全運転管理者会等との連携により、各種キャンペーンを
通じ、安全運転の徹底を図る。

（南区役所地域振興課）
③相模原南警察署や相模原南安全運転管理者会等との連携
により、各種キャンペーンを通じ、通行人の自転車の点検を行
うことで車両の安全性の確保に努める。

平成２９年度取組予定

①運転者教育の充
実

②エコドライブの推
進

③電気自動車充電
設備の整備

（環境保全課）
②相模原市民桜まつり及びさがみはら環境まつり等におい
て、エコドライブシミュレータを活用したエコドライブ体験及び啓
発品の配布を行う。
　九都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎
市・千葉市・さいたま市・相模原市）合同でエコドライブ講習会
を開催するほか、東名高速道路海老名サービスエリアにて啓
発品の配布を行う。
　加えて、第４５回東京モーターショー２０１７に出展し、普及啓
発を行う。
　神奈川県・山梨県・相模原市合同で中央自動車道談合坂
サービスエリアにて啓発品の配布を行う。

（環境政策課）
③電気自動車を安心して利用できる環境を整えるため、市施
設に設置した急速充電設備を一般開放する。
平成２９年３月末現在設置数：４施設（計６基）
※急速充電器の設置は平成２２年度から

イ　関係機関・団体等が一体となった
交通安全に関する施策の展開

施策名及び細施策名

（１）運転者教育等の充実

（２）エコドライブ等の推進

（４）交通安全に関する民間団体等の
主体的活動の促進

施
策
内
容

ア　地域交通安全推進団体等への支
援

①交通安全関係団
体と連携した各種
キャンペーンの実
施

②相模原市安全・
安心まちづくり推進
協議会等を中心と
した関係団体の連
携

③各種団体が実施
する交通安全活動
の支援

（交通・地域安全課、各区役所地域振興課）
①②相模原市安全・安心まちづくり推進協議会（以下、「安心
協」という。）、安心協支部、交通安全協会、安全運転管理者
会、交通安全母の会などの交通安全関係団体と連携し、各交
通安全運動においてキャンペーン活動を実施した。
・県立学校長会議相模原地区会による、相模原地区交通安全
デーにおいて、自転車安全運転マナーアップキャンペーンを実
施（５月、１０月）。

（南区役所地域振興課）
①南区内の高等学校・大学の学生が主体となって行う「南区
学生自転車会議」を計12回開催した。
・相模原南警察署など関係団体とともに啓発活動を実施した。
・交通安全啓発動画を作成し、県立神奈川総合産業高等学校
の文化祭で上映した。
・交通安全高校生・PTA大会に参加して、学生会議の活動に
ついてプレゼンテーションを行った。

(緑区役所地域振興課)
③北交通安全協会、津久井交通安全協会が実施する、高齢
者交通安全緊急特別合同キャンペーンにて、高齢者への交通
事故防止を呼びかけた。

(中央区役所地域振興課)
③区内の自転車事故対策、自転車盗難対策及び自転車の安
全で秩序ある利用の促進を図るため、高校・交通関係団体・
警察署と連携した「中央区自転車事故等対策連絡会」内にお
いて、自転車事故等対策について情報交換、連携を図った。
③中央区安全・安心と夢・希望のプロジェクト実行委員会にあ
る、「防犯・交通安全プロジェクト班」にて、各種団体が実施す
る交通安全活動をより効果的に実施できるよう調整を図った。

施策名及び細施策名

（１）自動車の点検整備の充実

（２）自転車の安全性の確保

（５）住民の参加・協働の推進

平成２８年度取組状況

①TSマークの普及
促進

②反射材の普及促
進

③自動車保守管理
の徹底促進

(交通・地域安全課)
①広報さがみはらやイベントのプログラム等にTSマークの普
及を目的とした記事を掲載した。
②反射材を啓発物品として作成し、各季の交通安全運動や、
キャンペーン等で配布した。

（交通・地域安全課、各区役所地域振興課）
③安全運転管理者会等との連携により、各種キャンペーンを
通じ、安全運転の徹底を図った。

（南区役所地域振興課）
③相模原南警察署や相模原南安全運転管理者会等との連携
により、各種キャンペーンを通じ、通行人の自転車の点検を行
うことで車両の安全性の確保に努めた。

平成２８年度取組状況

①運転者教育の充
実

②エコドライブの推
進

③電気自動車充電
設備の整備

（環境保全課）
②相模原市民桜まつり及びさがみはら環境まつり等におい
て、エコドライブシミュレータを活用したエコドライブ体験及び啓
発品の配布を行った。
　九都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎
市・千葉市・さいたま市・相模原市）合同でエコドライブ講習会
を開催したほか、東名高速道路海老名サービスエリアにて啓
発品の配布を行った。また、ハイウェイウォーカー及びドラぷら
への広告掲載を行った。
　神奈川県・山梨県・相模原市合同で中央自動車道談合坂
サービスエリアでにて啓発品の配布を行った。

（環境政策課）
③電気自動車を安心して利用できる環境を整えるため、市施
設に設置した急速充電設備を一般開放する。
平成２８年３月末現在設置数：４施設（計６基）
※急速充電器の設置は平成２２年度から



施策５　道路交通秩序の維持

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

施策６　救急医療体制等の充実と推進

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

施策７　被害者支援の充実と推進

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容

施策８　鉄道交通の安全と踏切道における交通の安全

主　な　事　業 取　組　内　容 主　な　事　業 取　組　内　容
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平成２９年度取組予定

鉄道事業者による
安全の確保（施設
改修・運行など）

(交通政策課)
相模原市公共交通整備促進協議会及び神奈川県鉄道輸送
力増強促進会議を通じ、ホームドアの設置やバリアフリー化
等、駅施設の整備について、鉄道事業者３社に要望書を提出

平成２９年度取組予定

①交通事故相談の
実施

②交通遺児援護事
業の実施

③犯罪被害者サ
ポートステーション
等の周知

④犯罪被害者等相
談窓口の設置

(区政支援課)
①弁護士が相談に対応（予約制）
　３箇所　午後1時30分～午後4時まで
　　＜緑区役所市民相談室＞
　　　毎月第1金曜日
　　＜中央区役所市民相談室＞
　　  毎週月曜日
　　＜南区役所市民相談室＞
　　  毎月第3月曜日

（地域福祉課）
②交通遺児への生活支援の一環として、新たに把握した世帯
への見舞金の給付を行う他、学校の入学・卒業時の激励金や
学用品代として、市社会福祉協議会が寄付金の分配を行う予
定。

(交通・地域安全課)
③犯罪被害者支援関係のチラシ等の配架を実施する。
④交通・地域安全課内に設置した本市の犯罪被害者等相談
窓口における相談を実施する。

(各区役所地域振興課)
③犯罪被害者支援関係のチラシ等の配架を実施する。
④犯罪被害等に係る相談への対応

平成２９年度取組予定

①救急高度化に伴
う救急救命士の養
成

②普及講習の実施

③救急医療機関数

（救急課）
①高度な救命処置ができる救急救命士を新たに養成し、既存
の救急救命士に対しても充実した再教育を行う。

②応急手当普及員の養成や救急講習等を積極的に実施する
ことにより、応急手当を実施できる市民を増やし、救急現場に
おいて、市民による応急手当が早期に施されることで、心肺停
止となった者の救命、後遺症の軽減を図る。

（地域医療課）
③救急告示医療機関数：病院１４か所、診療所１か所

平成２９年度取組予定

①学童通学安全指
導員の配置

②学校安全活動団
体の活動への支援

③通学路巡回パト
ロールの実施

④通学路実地踏査
及び改善要望に対
する支援（再掲）

⑤安全・安心パト
ロールの実施

(学務課）
①通学路に学童通学安全指導員を配置する。
②地域住民による児童・生徒の見守り活動を実施する団体に
対して経費の一部を助成する。
③毎月２０日（８月を除く）の市民交通安全の日において、教育
委員会職員等による通学路を中心とした市内の巡回パトロー
ルを実施する。
④学校、ＰＴＡ等で主体的に行っている通学路実地踏査及び
改善要望書に対し、道路管理者及び所轄の警察署等に対策
を依頼するなど、支援を行う。

（各区役所地域振興課）
⑤毎月２０日（８月を除く）の市民交通安全の日において、地域
振興課を中心に市内の小学校を順番にパトロールを実施す
る。

（南区役所地域振興課）
⑤毎月15日(8月を除く)に南区内の一地区を決め、下校時間
に合わせて地区内の小学校の通学路をパトロールする。

施策名及び細施策名

（１）交通の指導・取締りの強化等

（２）交通事故被害者等に対する支援

施策名及び細施策名

（２）安全・安心パトロール等の強化

施策名及び細施策名

（１）救急体制の充実・強化と推進

（２）救急関係機関等との緊密な連携の推進

平成２８年度取組状況

①学童通学安全指
導員の配置

②学校安全活動団
体の活動への支援

③通学路巡回パト
ロールの実施

④通学路実地踏査
及び改善要望に対
する支援（再掲）

⑤安全・安心パト
ロールの実施

(学務課)
①通学路に学童通学安全指導員を配置した。登校時７８か
所、下校時２７か所、防犯対策４か所
②地域住民による児童・生徒の見守り活動を実施する団体に
対して経費の一部を助成した。　助成団体５１団体
③毎月２０日（８月を除く）の市民交通安全の日において、教育
委員会職員等による通学路を中心とした市内の巡回パトロー
ルを実施した。
④学校、ＰＴＡ等で主体的に行っている通学路実地踏査及び
改善要望に対し、道路管理者及び所轄の警察署等に対策を
依頼するなど、支援を行った。実地踏査実施校１０校、改善要
望提出校３１校

（各区役所地域振興課）
⑤毎月２０日（８月を除く）の市民交通安全の日において、３区
役所地域振興課を中心に市内の小学校を順番にパトロールし
た。

(中央区役所地域振興課)
⑤交通安全運動期間にあわせ、区内のパトロールを実施し
た。

(南区役所地域振興課)
⑤毎月15日(8月を除く)に南区内の一地区を決め、下校時間
に合わせて地区内の小学校の通学路をパトロールした。

（１）鉄道交通の安全

（２）踏切道における交通の安全

施策名及び細施策名

（１）交通事故相談活動

平成２８年度取組状況

鉄道事業者による
安全の確保（施設
改修・運行など）

(交通政策課)
相模原市公共交通整備促進協議会及び神奈川県鉄道輸送
力増強促進会議を通じ、ホームドアの設置やバリアフリー化
等、駅施設の整備について、鉄道事業者３社に要望書を提出
した。

平成２８年度取組状況

①救急高度化に伴
う救急救命士の養
成

②普及講習の実施

③救急医療機関数

（救急課）
①高度な救命処置ができる救急救命士を新たに養成し、既存
の救急救命士に対しても充実した再教育を行った。（薬剤投
与、気管挿管、ビデオ喉頭鏡、拡大２行為：計３８名）

②普及講習を開催し、3,141人の参加者が得られ、普及講習に
満たない講習と合わせると、25,240人の参加者が講習を受け
た。

（地域医療課）
③救急告示医療機関数：病院１４か所、診療所１か所

平成２８年度取組状況

①交通事故相談の
実施

②交通遺児援護事
業の実施

③犯罪被害者サ
ポートステーション
等の周知

④犯罪被害者等相
談窓口の設置

(区政支援課)
①弁護士が相談に対応（予約制）
予定　３箇所（緑・中央・南各区役所市民相談室）
　　＜緑区役所市民相談室＞
　　　毎月第1金曜日の午後1時30分～午後4時まで ３０件
　　＜中央区役所市民相談室＞
　　 毎月第2・第4月曜日の午後1時30分～午後4時まで ７９件
　　＜南区役所市民相談室＞
　　 毎月第3月曜日の午後1時30分～午後4時まで ３８件
　　　　計　１４７件

（地域福祉課）
②交通遺児への生活支援の一環として、新たに把握した世帯
への見舞金の給付を行う他、学校の入学・卒業時の激励金や
学用品代として、市社会福祉協議会が寄付金の分配を行っ
た。
　※平成28年度実績
　　激励金の支給　２世帯（100,000円）県社協委託事業
　　寄附金の分配　８人（744,000円）市社協自主事業

(中央区役所地域振興課)
③犯罪被害者支援関係のチラシ等の配架を本庁地域まちづく
りセンター窓口で実施した。

(交通・地域安全課)
④交通・地域安全課内に設置した本市の犯罪被害者等相談
窓口　相談件数8件
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【参考資料】 

 

１ 交通事故の推移 

 

（１）事故件数 

 

（２）死者数 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故件数の推移 

交通事故死者数の推移 
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（３）負傷者数 

 

 

 

（４）自転車の交通事故件数 

 

 

 

 

 

交通事故負傷者数の推移 

自転車事故件数の推移 
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（５）高齢者の交通事故件数 

  

 

 
出典:神奈川県警察提供資料 

神奈川県統計センター資料より作成 

高齢者交通事故件数の推移 

高齢者死者数の推移 

高齢者人口1万人当たりの交通事故件数の推移 
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